
建設工事で発生する自然由来
重金属等含有土への対応

土壌汚染対策法の平成22年４月１日の法改正により対象は、自然由来の重金属等による
基準不適合土壌が法適用の対象となったため、当該土壌を掘削・搬出する場合は同法の規
定に基づく対応が必要となった。

 

建設副産物リサイクル広報推進会議

● 事業候補地周辺の自然由来重金属等含有土、
酸性土の概況や地盤等立地条件の把握

事業地の概略位置の選定・事業計画の合理的な決定

●事業地周辺の地質構造等および地質毎の
重金属等の全含有量・溶出特性の把握

対応が必要な地質の種類と分布の把握
地質区分毎の重金属等の種類・濃度の概略把握

受入候補地の絞り込み

● 受入候補地に関する
    地盤等立地条件の把握

●要管理土の発生場所と量
   要管理土の性状の把握

●リスク評価
（発生土を利用する場合）

対応方針の決定

●要管理土の判定

安全な建設事業の実施

●施設の維持と土の搬出管理

長期にわたる要管理土の安全な管理
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国土交通省HPより https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/manual/shizenyurai2023.pdf
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